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研究成果の概要（和文）：　再審請求手続の特殊性を理由に、直ちに証拠開示の保障を否定する論理は成立しな
い。職権主義構造を前提としても、再審請求審の手続保障を示すことは十分可能である。具体的には、再審請求
人の再審請求審への主体的関与のため、弁護人依頼権の保障、証拠開示請求権の保障などによる告知･聴聞の機
会の保障（憲法31条）が絶対に必要である。他方で、当事者主義構造の再審請求手続をとる場合、通常公判同様
の手続保障が必要である。いずれにせよ適正な手続の保障が必要である。
　これらの内容は、三者協議の活用などの実務上の対応でも十分実現可能である。他方で、手続の明確化や運用
の安定性を計るため、最終的に立法によるべきである。

研究成果の概要（英文）： We can not immediately deny the application of the criminal disclosure in 
the criminal retrial procedure. Even in the procedure of the structure "ex officio examination", the
 ex-defendant has for example the right to counsel, the right to criminal disclosure, because the "
due-process" and "notice and hearing"(Article 31 the Constitution of Japan) must be secured in the 
criminal retrial procedure. And the ex-defendant in the procedure of the "adversarial" structure has
 same rights as in the trail in the court of first instance. In the criminal retrial procedure, "
due-process" and "notice and hearing"(Article 31 the Constitution of Japan) are secured, the 
ex-defendant has for example the right to counsel, the right to criminal disclosure.
  We can realize those procedure by the practical application of "adversarial" conference between 
court, prosecutor and ex-defendant. But we must legislate on the criminal retrial procedure, in 
order to clear the criminal retrial procedure.  

研究分野： 刑事訴訟法
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１．研究開始当初の背景 
 再審における証拠開示をはじめとする再
審請求手続における手続保障のあり方が、明
文規定の不足などを理由として、不安定な状
況であった。そのため、裁判所や検察官の対
応次第で、多くの証拠が開示されるされる事
件もあれば、証拠が全く開示されない事件も
存在するなど、いわゆる「再審格差」が生じ
ていた。 
 これに加え、再審請求段階で行われる裁判
所、検察官、請求人（及び弁護人）間で行わ
れる三者協議も、ともすれば手続が不明確で、
紛糾することも多く、多くの時間が経過する
こともしばしばであった。 
 これらの問題点に関する先行研究は数点
存在していたが、手続の公正性や刑事再審制
度の理念である「無辜の不処罰」から抽象的
に全面的な証拠開示などを主張するものが
多く、やや説得性に欠ける状況であった。 
 
２．研究の目的 
 上記の問題状況を解決するため、現行刑訴
法における再審請求審および再審公判の構
造及びこれを支える原理を明らかにするこ
とで、より具体的な論理を踏まえて、再審請
求手続における手続保障のあり方を検討し、
安定かつ公平な再審請求手続の運用、さらに
は立法を目指すこととした。 
 
３．研究の方法 
 現行刑訴法における再審制度の基盤とな
ったドイツにおける再審制度及びそこでの
手続保障のあり方、さらにはこれを支える論
理を確認し、これに加えて、現在の再審請求
をめぐる実務の現状を実証的に確認するこ
とで、上記の目的を達成使用と考えた。 
 
４．研究成果 
 第 1に、現行刑訴法における再審請求審の
構造と手続保障（特に証拠開示）との関係を
明確にした。近年、再審請求審は職権主義構
造であることを理由に、刑訴法 316 条の 14
以下の公判前整理手続に伴う証拠開示制度
の「準用」「転用」を否定する見解が主張さ
れている。確かに、現行の証拠開示制度は、
当事者主義と密接に関連するかたちで構築
されており、その直接の「準用」は困難であ
る。しかし、このことは、現行の証拠開示制
度において、開示範囲を限定･確定している
当事者主義特有の論理（不正な虚偽主張･反
証ねつ造の防止など）が、再審請求審には妥
当しないことを意味するにとどまる。他方で、
ドイツ法などをみても、職権主義構造の手続
においても、手続関与者の主体的関与の保障
が「法治国家的刑事手続」の主要な内容とさ
れている。手続関与者の主体的関与のない職
権主義は、単なる「糾問主義」である。憲法
31 条が、適正手続、告知･聴聞の機会の付与
を保障していることなどからすれば、再審請
求審も手続関与者の主体的関与を前提とす

る職権主義構造が前提とされていると解す
べきである。このように職権主義構造の再審
請求手続でも、その主体的関与の前提として、
未開示の記録・証拠へのアクセス権（証拠開
示請求権）が、請求人に認められるべきであ
る。これに加えて、再審請求前における一定
の弁護人選任権の保障も必要であろう。 
 第 2に、証拠開示制度の具体像である。職
権主義構造のみを前提とすれば、当該事件に
関連するすべての記録や証拠は開示される
べきである。このことは、事件後の経過によ
り、プライバシー侵害など具体的弊害が発生
する危険性が類型的に低下していることも
理由とされる。他方で、通常公判でも開示さ
れない記録や証拠が開示される状態は、万が
一の開示を目的とする濫用的な再審請求を
招く危険性を有し、さらに通常手続における
特に弁護活動の活性化を妨げることになり
かねない。そのため、濫用的な再審請求を防
止するという政策的根拠（職権主義構造外の
理由）から、一定の開示範囲や手続を限定す
る論理があり得る。具体的には、再審請求人
側の再審請求や主張に関連する記録や証拠
を開示する第一段階の証拠開示、次に、この
開示も踏まえ、確定判決の証拠構造を支える
証拠について、その証明力等を判断するため
に重要な証拠で、かつ類型的な証拠（客観的
証拠、供述証拠）を開示する第二段階の証拠
開示が考えられる。政策目的から、全面証拠
開示を一定程度限定するため、制度内容は現
行の証拠開示制度と類似したものとなる。 
 第 3に、職権主義における裁判所は、自由
な裁量を持つのではなく、「職権探知義務」
を課せられているということである。裁判所
は、「事案の真相」を解明する義務を有する。
再審請求審における「事案の真相」の解明と
は、「無辜の不処罰」のための真相である。
そして、この職権探知義務を果たすためには、
裁判所と検察官は同等の情報状態に置かれ
なければならない。再審請求審における証拠
開示は、この観点からも捉えることができる。 
 第 4に、このような主体的関与は、実務に
おいても十分実現可能であるし、実現すべき
であることである。裁判所が主催者として所
見探知義務を果たす「三者協議」においては、
裁判所が消極的な訴訟指揮を行うことは許
されないし、検察官側が積極的な立証活動も
制限されることになる。このような「三者協
議」の活用によって、主体的関与は実現可能
となる。 
 第 5に、とはいえ、やはり立法が望ましい
ということである。現在の「再審格差」は、
不十分な明文規定の状況に起因するもので
あることは明らかである。手続を明確化し、
不要な紛糾・手続遅延を防止するために、再
審請求手続の手続保障について法改正が行
われるべきである。その際、再審請求の重要
な前提となる証拠や記録の保管・利用に関す
る立法も必要である。 
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